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【
本
文
解
読
文
】 

 

一
筆
致
啓
達
候
、
寒
冷 

相
増
候
得
共
、
各
様
弥 

御
清
栄
珍
重
御
事 

存
候
、
然
者
當
月
二
日 

大
地
震
之
義(

事)

ニ
付 

今
度
其
御
領
分
桐
生 

新
町
ゟ
大
工
其
外
諸 

職
人
差
遣
候
内(

由)

、
先
日 

大
工
弐
拾
人
并
鳶
拾
人 

都
合
三
拾
人
早
々
差
遣 

候
之
儀
、
長
沢
新
助
江 

及
沙
汰
候
処
、
態
々
飛
脚
ヲ 

以
委
細
申
達
候
筈
ニ
付 

何
分
以
精
々
ニ
而
急
遽 

着
府
い
た
し
候
儀
、
御
頼 

申
候
、
尤
右
三
拾
人
之
者
共 

家
内
等
も
有
之
義
ニ
而 

彼
是
御
差
支
之
事
も
可 

有
之
候
間
、
右
職
人
作
料 

之
内
壱
人
ニ
付
壱
両
ツ
ゝ 

前
借
為
致
候
ニ
も
不
苦
候 

之
間
、
其
節
者
御
陣
屋 

守
両
人
江
為
立
替
、
来 

月
十
五
日
納
御
才
覚
金 

ゟ
差
引
故
可
被
成
候
、
委
細 

者
長
沢
ゟ
可
申
遣
筈
ニ
付 

文
略
い
た
し
候
、
右
之
段 

可
得
御
意
如
此
御
座
候 

恐
惶
謹
言 

  
 

十
月
十
二
日 

五
十
嵐
熊
平 

  
 
 

玉
上
甚
左
衛
門
様 

 
 
 

組
頭 



 
 
 
 
 

安
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 

四
郎
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 

清 

蔵
殿 

  

（
包
紙
） 

 

「 

○印 
 
 

上
州
桐
生
新
町 

 
 

酒
井
大
学
頭
江
戸
上
屋
敷 

 
 
 

玉
上
甚
左
衛
門
様 

 
五
十
嵐
熊
平 

 
 
 

」 

 

【
本
文
読
み
下
し
】 

 
 一

筆
啓
達
致
し
候
、
寒
冷 

あ
い
増
し
候
え
ど
も
、
各
様
い
よ
い
よ 

御
清
栄
珍
重
御
事(

に) 

存
じ
候
、
し
か
ら
ば
当
月
二
日 

大
地
震
の
義(

事)

に
付 

今
度
そ
の
御
領
分
桐
生 

新
町
よ
り
大
工
そ
の
外
諸 

職
人
差
し
遣
わ
し
候
内(

由)

、
先
日 

大
工
二
十
人
な
ら
び
に
鳶
十
人 

都
合
三
十
人
、
早
々
差
し
遣
わ
し 

候
の
儀
、
長
沢
新
助
へ 

沙
汰
お
よ
び
候
と
こ
ろ
、
わ
ざ
わ
ざ
飛
脚
を 

も
っ
て
委
細
申
し
達
し
候
は
ず
に
付 

何
分
も
っ
て
精
々
に
て
急
き
ょ 

着
府
い
た
し
候
儀
、
御
頼
み 

申
し
候
、
も
っ
と
も
右
三
十
人
の
者
ど
も 

家
内
等
も
こ
れ
あ
る
義
に
て 

か
れ
こ
れ
御
差
し
支
え
の
事
も 

こ
れ
あ
る
べ
き
候
間
、
右
職
人
作
料 

の
内
一
人
に
付
一
両
づ
つ 

前
借
い
た
さ
せ
候
に
も
苦
し
か
ら
ず
候 

の
間
、
そ
の
節
は
御
陣
屋 

守
両
人
へ
立
て
替
え
さ
せ
、
来 

月
十
五
日
納
御
才
覚
金 

よ
り
差
し
引
く
故
成
さ
る
べ
く
候
、
委
細 



は
長
沢
よ
り
申
し
遣
わ
す
べ
く
は
ず
に
付 

文
略
い
た
し
候
、
右
之
段
、 

御
意
を
得
べ
く
、
か
く
の
ご
と
き
に
御
座
候 

恐
惶
謹
言 

  
 

十
月
十
二
日 
五
十
嵐
熊
平 

  
 
 

玉
上
甚
左
衛
門
様 

 
 
 

組
頭 

 
 
 
 
 

安
左
衛
門
殿
（
田
島
） 

 
 
 
 
 

四
郎
兵
衛
殿(

古
木) 

 
 
 
 
 

清 

蔵
殿(

吉
田) 

  

（
包
紙
） 

「 
 

○印 
 
 

上
州
桐
生
新
町 

 
 

酒
井
大
学
頭
江
戸
上
屋
敷 

 
 
 

玉
上
甚
左
衛
門
様 

 

五
十
嵐
熊
平 

 
 
 
 

」 

 

【
解
説
】 

 

今
回
も
手
紙
文
と
な
り
ま
し
た
。
安
政
二
年(

一
八
五
五)

十
月
二
日
、
突
如
、
大
江
戸
を
襲

っ
た
世
に
言
う
安
政
の
大
地
震
に
関
す
る
も
の
で
す
。
出
羽
松
山
藩
の
藩
邸
も
壊
さ
れ
て
し

ま
い
、
国
元
を
は
じ
め
関
東
分
領
で
あ
る
桐
生
新
町
や
大
間
々
へ
復
興
の
た
め
に
人
足
を
差

し
出
さ
せ
た
も
の
で
す
。
文
脈
の
な
が
れ
か
ら
は
、
特
に
難
し
い
文
字
は
な
い
の
で
す
が
、
そ

こ
が
古
文
書
で
す
。
書
き
手
の
癖(

く
せ)

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
二
・
三
か
所
、
苦
労
し
ま
し

た
。「
義
」
と
「
事
」。「
内
」
と
「
由
」。
一
応
、
文
中( 

)

内
に
付
記
し
ま
し
た
。
ま
た
手
配

さ
れ
普
請
作
業
に
従
事
す
る
人
足
の
留
守
を
預
か
る
家
族
に
も
手
間
賃
の
な
か
か
ら
一
人
当

た
り
の
経
費
を
用
意
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。
そ
の
資
金
繰
り
は
陣
屋
守
に
任
せ
、
立
替

分
の
相
殺(

そ
う
さ
つ)

を
指
示
し
て
い
ま
す
。 

【
用
語
解
説
】 

【
次
第
】(

し
だ
い)

…

順
序
。
一
部
始
終
。
事
情
。(

接
尾
語)

と
し
て
、
当
該
事
情
の
如
何
に

よ
り
、
又
そ
の
動
作
が
す
ん
だ
ら
、
す
ぐ
の
意
に
用
い
る
。←

勝
手
次
第
。 

【
各
様
】(

お
の
お
の
さ
ま)…

皆
々
、
そ
れ
ぞ
れ
、
方
々…

。
一
人
一
人
を
指
し
、
全
体
を
い

う
。 

【
精
々
】(

せ
い
ぜ
い)…

出
来
る
限
り
の
努
力
を
す
る
様
子
。 

【
作
料
】(

さ
く
り
ょ
う)

…

手
間(

賃)

、
工
賃
と
か
。
作
業
に
従
事
し
た
代
償
と
し
て
の
日
当
。 

【
才
覚
金
】(

さ
い
か
く
き
ん)…

通
常
、
才
覚
と
は
才
学
と
も
書
き
、
①
学
問
上
の
才
能
、
学



力
を
い
い
、
②
工
夫
、
機
知
、
機
転
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
一
時
金
、
臨
時
に
徴

収
さ
れ
る
べ
き
、
賦
課
金
を
い
う
。
地
震
・
水
害
な
ど
復
興
を
主
と
す
る
も
の
、
将
軍
上
洛
に

領
主
が
随
行
す
る
た
め
の
費
用
な
ど
金
銭
で
納
め
ら
れ
た
。 

【
陣
屋
守
】(
じ
ん
や
も
り)…

陣
屋
役
人
詰
め
が
不
在(

帰
国
・
検
見
等
の
領
内
巡
回
等)

の
と

き
、
上
州
御
用
商
人
の
う
ち
か
ら
有
力
者
が
業
務
を
代
行
。
通
常
二
人
。
嘉
永
三
年
に
は
、
佐

羽
吉
右
衛
門
と
孫
兵
衛
の
名
が
確
認
さ
れ
る
。 

【
五
十
嵐
熊
平
】…

安
政
大
地
震
に
け
る
江
戸
藩
邸
再
建
の
普
請
奉
行
は
、
郡
代
北
爪
五
郎
兵

衛
、
元
締
鈴
木
伴
亀
、
御
一
紙
方
佐
藤
又
次
郎
、
五
十
嵐
熊
平
が
そ
の
下
役
と
な
り
、
工
事
監

督
に
は
、
徒
目
付
桑
原
岡
右
衛
門
、
足
軽
目
付
阿
部
重
平
が
あ
た
っ
た
。
そ
の
金
策
の
責
任
者

が
五
十
嵐
熊
平
で
、
上
州
に
出
張
し
、
商
人
ら
の
資
力
に
依
存
し
た
。
金
銭
の
出
入
り
は
佐
藤

又
次
郎
と
と
も
に
委
ね
ら
れ
、
時
と
し
て
不
正
の
噂
が
た
っ
た
。
家
老
土
方
翁
右
衛
門
の
訓
戒

も
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
職
人
と
の
契
約
金
の
一
割
を
着
服
し
露
見
、
安
政
四
年(

一
八
五

七)

両
人
は
家
名
断
絶
の
処
分
を
受
け
た
。
こ
れ
に
縁
座
し
て
北
爪
は
監
督
不
行
届
で
引
込
隠

居
。
鈴
木
は
お
咎
め
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

引
用
は
『
古
文
書
用
語
辞
典
』(

柏
書
房)

『
新
明
解
国
語
辞
典
』(

三
省
堂)

・『
桐
生
市

人
物
事
典
』
・『
松
山
町
史
』
ほ
か 


